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その他災害復興住
宅融資

公費
解体

応急修理制度
（災害救助法適用市町村）

被災者生活再建支援制度
（被災者生活再建支援法適用市町村）

損害割合認定区分

左記のほか、仮
設住宅や災害
公営住宅の入居
などを認定区分
のどこまで認める
かなどの判断は、
各自治体の判断
となります。
災害見舞金等の
配分についても
各自治体の判断
となります。

購入 ○
補修 ○○

739,000円※１
＋ブルーシート 53,900円

基礎額 100万円
加算額 建設・購入 200万円

補修 100万円
賃貸 50万円

50％以上全壊

購入 ○
補修 ○○※２

739,000円
＋ブルーシート 53,900円

基礎額 50万円
加算額 建設・購入 200万円

補修 100万円
賃貸 50万円

40％以上
50％未満

大規模半壊

購入 ○
補修 ○○※２

739,000円
＋ブルーシート 53,900円

基礎額 なし
加算額 建設・購入 100万円

補修 50万円
賃貸 25万円

30％以上
40％未満

中規模半壊

購入 ○
補修 ○○※２739,000円

＋ブルーシート 53,900円
なし20％以上

30％未満
半壊

購入 ×
補修 ○×358,000円

＋ブルーシート 53,900円
なし10％以上

20％未満
準半壊

購入 ×
補修 ○×なし10％未満準半壊に至らない

（一部損壊）

※１ 全壊の場合は補修（応急修理）を行わないことが前提ですが、所有者が補修して居住する場合には例外として適用されます。なお、応急修理の額は限度額
であり、実際に要した費用を 市町村が業者に支払います。

※２ 公費解体は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき「特定非常災害」に指定された災害において適
用されます。原則「全壊」が対象となりますが、最近の大規模災害では「半壊」等も対象となっています。

最高額で
300万円

最高額で
250万円

最高額で
100万円

支給なし

支給なし

支給なし



⮚災害の被害認定基準
準半壊に至らない
（一部損壊）準半壊半 壊中規模半壊大規模半壊全 壊被害の程度

10％未満10％以上
20％未満

20％以上
30％未満

30％以上
40％未満

40％以上
50％未満50％以上

損害基準判定
(住家の主要な構成要素の
経済的被害の住家全体に
占める損害割合)

⮚損害割合の算出概要

住家の損害割合＝屋根の損害割合＋柱の損害割合＋…＋設備の損害割合（2次調査相当）

一見して全壊と判断される

柱の傾斜1/20以上(木造) 1/30以上(非木造)

外観による判断（1次調査）:地震と水害

地震の場合:基礎・屋根・外壁による判断

例外

全壊となる

基本

水害の場合:浸水深による判断（2階までの木造・プレハブのみ）

被害程度を判定（全壊～一部損壊）

一見して全壊の判断は航空写
真を用いて行う場合もあり

いずれか

判断方法

1次調査
相当







❶住まいの耐震性能を知る
耐震診断の無料実施
既存住宅の耐震診断（補強提案含む）

を 無料で実施
・⾧野県に登録された「木造住宅耐震診断
士」が診断を実施します。
・木造以外の住宅の診断に補助している市
町村があります。

❷地震から命守る工事を実施
耐震補強工事に対する補助
耐震診断の結果補強が必要な住宅の工

事費用を補助（耐震診断実施が要件）
・上限100万円（対象工事費用の3/4)を補
助（市町村により異なります。）
・除却する場合も補助（83.8万円）
・木造以外の住宅の耐震補強に補助している
市町村もあります。

❸工事を実施しやすい工法があります
耐震補強に関する技術等の評価
耐震補強の促進（容易性、安価等）のため
に、補助事業で使える民間で開発された工法を
評価（補助制度に適用できる工法）

条件 昭和56年5月31日以前に木造在来工法により建築された住宅(併用住宅含む）
市町村によってこのほかの条件があります。※毎年予算の枠があります。

❹耐震補強（診断）によるメリット
➣所得税・固定資産税の減額（別掲）
一定の基準に適合する耐震補強が対象

➣地震保険の割引（10％）
耐震診断、補強後に改正建築基準法

（S56.6.1時点）の基準適合が条件







❹老朽化や白蟻被害があるが補修していない

❷今までに大きな災害に見舞われている

❸建築確認不要な増築や複数の増築を行った

❶昭和56年5月以前に建築している

❻一辺が４ｍ以上の吹き抜けがある

❼2階の外壁下の1階部分に壁がない

❽1階外壁の東西南北いずれかに壁のない面がある

❾屋根が瓦ぶきで1階の壁が少ない

❿基礎が鉄筋コンクリート又はべた基礎ではない

❺平面の形が長方形（正方形）ではない

木造在来工法住宅で、次の❶～❿の事項が
３つ以上ある場合は、早急に専門家に相談を
また、１つか2つの場合も、専門家に相談ください
日本建築防災協j会編集（国土交通省監修）の「誰でもできるわが家
の耐震診断」から引用

⮚基礎の補強
玉石基礎等は鉄筋コンクリート造に替え、土

台をアンカーボルトで締め付けます

⮚壁の補強
筋交いを入れたり、構造用合板

を張って強い壁を増やします

⮚壁の配置
壁を増やし、かつ、釣り合いよく配置します

⮚接合部の補強等
白蟻被害部分の取り換えや柱、土台、

梁などの構造部材の接合部を専用の金
物で補強します

木造住宅の補強方法






